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叢
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支
那
各
地
の
回
賦
制
度
に
は
前
清
時
代
の
退
し
た
蕎
制
度
E
共
の
ま
L
踏
襲
す
る
も
の
が
多
〈
、
締
め
て
煩
讃
で
あ
り
、
そ
白
金

般
的
な
る
統
一
的
友
る
研
究
は
容
易
で
な
い
か
ら
、
認
で
は
共
の
手
掛
の
一
っ
と
し
て
光
づ
河
北
省
定
勝
の
悶
賦
制
度
を
研
究
白
封

象
止
す
る
。
蓋
し
定
燃
に
於
て
は
、
貴
験
匝
と
し
て
、
民
園
一
一
十
年
に
平
民
数
育
舎
の
杜
曾
調
沓
部
の
指
導
下
に
、
喜
一
田
川
白
土
地
調

査
が
行
は
れ
、
従
っ
て
閏
賦
制
度
に
闘
す
る
文
献
も
若
干
存
ず
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
定
燃
の
旧
賦
制
度
を
遜
ヒ
て
北
支
一
般
の
田

賊
制
度
の
概
観
を
初
御
た
ら
し
め
得
る
か
ら
で
も
あ
る
。

先
づ
定
感
白
一
糧
地
(
征
地
)
、
帥
ち
田
賦
(
岡
ち
を
負
携
す
る
地
畝
(
地
目
)
を
見
る
に
、

そ
れ
に
は
川
額
内
地
、
問
額
外
地
、

mw良
房

支

部

白

田

賦

第
五
十
二
巻

五
七

第

鵠

に一



支

部

白

田

賦

官事

観

第
五
十
二
巻

豆王

丹、

租
地
、
川
開
放
租
升
科
地
、
ゆ
閤
租
荒
黒
升
科
地
む
五
項
目
が
存
す
る
。

ω領
内
地
止
は
明
白
高
熔
以
来
白
原
有
の
糧
地
主
指
す
も
の
で
、
と
れ
は
夏
忙
優
売
地
、

z
o
(
イ
)
優
先
地
と
は
孔
、
『
官
、
顔
、
骨
四
氏
の
聖
一
荷
及
び
詣
紳
大
族
の
所
有
国
地
に
し
て
車
に
正
賦
を
納
め
呂
の
み
で
、

各
役
負
捨
を
免
除
さ
れ
る
地
目
で
あ
る
。
(
ロ
)
行
差
地
と
は
普
通
人
民
の
所
有
田
地
に
し
て
、

E
賦
の
み
た
ら
宇
、
そ
の
他
一
切
の

賦
役
(
明
代
白
雑
排
、
情
代
目
一
差
備
の
如
し
)
を
負
携
す
る
地
目
で
あ
る
。
(
ハ
)
寄
現
地
と
は
凡
そ
人
民
が
他
勝
に
於
て
岡
地
を
所
有
し
、
そ

の
岡
地
の
本
燃
に
寄
在
す
る
も
の
を
指
す
も
の
で
、
と
白
種
白
地
畝
の
負
接
す
る
賦
税
は
、
行
業
地
及
び
優
発
地
に
較
べ
て
重
い
。

清
初
順
治
十
四
年
に
紹
紳
大
族
所
有
国
地
の
優
先
待
過
は
取
消
さ
れ
、
普
通
庶
民
の
岡
地
と
一
律
に
賦
税
を
課
せ
ら
れ
る
と
と
t
A

た

行
差
地

寄
貯
地
の
=
一
種
類
に
八
万
れ

切
の

り
、
清
代
目
中
葉
に
至
っ
て
型
商
白
岡
地
も
ま
た
同
様

ι取
扱
は
れ
る
と
と
L
た
り
、
従
っ
て
優
尭
地
と
行
差
地
と
は
賓
際
上
排
別

し
得
ざ
る
に
至
っ
た
。
政
に
於
て
両
者
を
合
併
し
て
一
と
し
、
之
を
差
地
或
は
戸
地
と
稽
し
、
寄
荘
地
は
簡
車
忙
妊
地
と
稀
す
る
。

従
q
て
現
柱
の
額
約
地
位
戸
地
と
荘
地
の
耐
穏
を
包
括
す
る
白
み
で
あ
る
。

ω額
外
地
L
」
は
明
白
高
層
以
来
白
原
有
の
糧
地
以
外
白
無
糧
(
無
税
〉
白
地
畝
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
明
の
宣
徳
時
代
に
は
「
北
方

は
土
地
平
夷
度
約
に
し
て
、
そ
の
聞
の
大
宅
は
潟
函
南
海
の
地
、
由
葦
詔
細
心
揚
で
あ
り
、

E
つ
地
方
は
概
ね
窪
下
な
る
を
以
て
、

一
度
数
日
白
雨
に
渇
へ
ば
、
印
ち
施
設
と
な
り
、
靴
ち
害
稼
の
苦
あ
る
]
白
歌
態
で
あ
っ
た
。
か
L
る
民
親
を
察
し
て
、
額
外
地
に

謝
し
て
は
永
〈
起
科

3
せ
ざ
る
己
と
を
慣
例
と
し
た
。
正
統
六
年
比
直
隷
省
白
荒
問
主
開
墾
せ
し
め
、
聴
く
起
科
す
る
己
と
L

し
た
。

併
し
之
は
組
制
に
建
反
す
る
を
以
て
、
円
京
帝
D
時
伏
に
宣
徳
の
奮
例
に
復
し
た
。
清
人
自
入
闘
後
、
前
明
白
葎
制
に
反
し
て
、
荒
地

白
閲
蜘
盟
主
奨
励
し
、
期
限
を
定
め
て
升
科
し
、
官
有
及
び
民
有
荒
地
に
し
て
墾
熟
せ
る
も
の
に
針
し
て
は
、
官
白
査
出
或
は
業
戸
の

自
渡
的
巾
告
を
倹
っ
て
、
例
に
按
じ
て
起
科
す
る
己
と
L
し
た
。
同
時
に
衛
所
屯
同
等
白
各
項
官
産
を
し
て
、
民
有
に
師
せ
し
め
、

乙白種D寄荘地D負櫓ずる賦税白徴牧手績は、寄荘地所在D牌に於て其白地
白畝設、所有者向民名、積事、輯額撃を調査して、所有者自阿佐する豚に泊
報するときは、該揮系が代って徴牧するものとする。
離輔謂志、巻九十回。
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改
め
て
税
地
と
し
た
。
薮
に
於
て
蓄
来
の
無
税
地
畝
は
額
内
地
と
同
様
に
納
稔
D
義
務
を
負
ふ
己
と
ミ
な
っ
た
。

の
起
囚
よ
り
し
て
十
種
に
師
納
す
る
E
と
が
山
判
官
邦
る
。
(
イ
)
河
波
地
、
と
れ
は
綜
境
内
白
各
河
川
が
歴
年
氾
散
し
退
水
の
後
出
来
た

泥
土
の
沖
積
せ
る
土
地
で
あ
る
。
(
ロ
)
皆
街
院
側
地
、
こ
れ
は
原
来
駐
軍
白
屯
同
に
し
て
、
そ
り
後
本
田
制
に
併
入
せ
る
も
白
を
人
民

に
升
科
領
墾
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
(
ハ
)
牧
間
接
補
地
、
清
一
初
の
皇
室
が
曾
て
命
を
下
し
て
近
畿
の
削
畝
を
附
仙
し
て
、
知
県
民
に

と
の
額
外
地
は
共

供
養
せ
る
が
、
図
伯
耽
被
っ
た
近
畿
の
人
民
に
は
、
比
較
的
遠
い
州
腐
の
屯
田
を
接
補
し
て
共
の
賠
償
と
し
た
。
故
に
と
の
名
が
あ

る
。
そ
の
後
こ
の
掻
術
地
は
、
受
補
白
戸
口
の
絶
嗣
に
よ
り
定
臓
に
同
牧
さ
れ
た
も
の
あ
り
、
ま
た
受
袖
の
後
に
受
補
地
を
定
燃
の

人
民
に
責
却
せ
る
も
の
あ
り
、
ま
た
受
補
地
が
既
に
荒
地
と
な
っ
た
む
で
、
受
楠
の
家
は
之
を
定
町
柑
に
返
還
を
請
ひ
、
後
に
再
び
開

墾
せ
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
肢
に
嬢
補
さ
れ
た
土
地
を
原
所
有
者
に
返
還
せ
る
も
の
あ
り
、
史
に
再
び
定
腕
人
民
に
よ
っ
て
塑
捕
さ

れ
、
則
に
服
し
て
納
賦
す
る
も
の
も
あ
る
。
(
ニ
)
備
越
地
、
と
れ
は
原
来
遊
倉
に
米
萎
を
脇
納
す
る
官
地
で
あ
る
が
、
後
に
人
民
に

支
給
し
て
升
科
耕
種
せ
し
め
た
土
地
で
あ
る
。
(
ホ
)
備
荒
地
、
己
れ
凶
耐
綿
布
の
公
地
で
あ
る
が
、
そ
の
牧
磁
を
穀
倉
に
轍
納
し
て
災

荒
に
備
べ
る
も
の
で
あ
る
。
(
へ
)
新
墾
升
科
地
、
己
れ
は
原
来
の
荒
地
に
し
て
、
後
に
懇
砂
さ
れ
起
科
さ
れ
た

f
地
で
あ
る
。
(
ト
)

主
鍋
地
、
と
れ
は
以
来
京
城
(
北
京
)
の
軍
舗
を
聡
納
す
る
土
地
で
あ
る
。
(
千
)
教
場
地
、
こ
れ
は
練
武
巡
習
兵
術
の
地
で
あ
る
。

(
リ
)
墜
租
地
、
と
れ
は
定
武
吉
田
院
所
有
の
閣
字
国
で
あ
る
。
尚
ほ
そ
の
外
広
「
ヌ
)
央
勤
地
が
あ
る

D

以
上
の
地
目
は
原
来
荒
地
で
あ
る
か
若
く
は
官
産
に
し
て
、
綿
て
賦
額
白
内
に
在
ら
や
、
己
れ
額
外
地
正
栴
す
る
所
以
で
あ
る
。

爾
後
漸
次
人
民
に
放
給
し
て
領
墾
せ
し
め
、
起
科
納
税
せ
し
め
た
が
、
升
科
の
後
も
依
然
醤
郁
を
使
用
し
て
ゐ
る
。
併
し
そ
の
賓
針

は
額
内
地
と
差
別
が
な
い
。

間
良
房
組
地
と
は
清
一
初
の
困
地
制
度
の
結
間
取
と

L
て
費
生
し
た
地
問
を
い
ふ
。
順
治
二
年
政
府
は
「
給
事
中
御
史
等
の
官
忙
命
ヒ

支

那

白

岡

賦

第
五
十
二
巻

五
九

第

抗

起科は升科止も言点、、人民が荒地を開唱し←定の年限を純遇すれば登記の l
課税するをいふ。
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那

白

岡

賦

第
五
十
=
巻

六
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第
三
甥

四

て
、
畿
内
白
地
畝
を
履
勘
(
測
量
)
せ
し
め
、
公
平
に
閤
伯
し
て
、
以
て
旗
人
主
居
住
せ
し
む
。

畿
内
の
地
畝
は
不
足
な
る
を
以
て

近
京
の
州
腐
心
地
畝
を
閤
佑
し
て
之
を
補
ふ
。
浦
城
、
庭
部
等
の
一
一
十
四
川
燃
は
京
を
去
る
こ
と
比
較
的
遠
く
、
無
主
の
荒
地
多
し

と
離
も
、
旗
人
白
居
住
に
使
せ
や
、
故
に
易
州
等
白
有
主
の
同
地
主
酌
量
し
て
旗
人
に
給
し
、
圏
伯
さ
れ
た
民
戸
に
は
湖
城
等
の
無
主

地
主
補
給
せ
り
o
」
房
山
、
良
郷
附
近
及
び
京
師
の
旗
人
遣
は
、
と
の
命
令
を
根
擁
と
し
て
順
治
四
年
に
、
局
を
走
ら
し
て
雨
脚
糊
由
民

地
主
閤
佑
し
た
。
定
燃
は
京
を
去
る
こ
と
比
較
的
建
く
、
往
時
上
り
街
所
屯
田
が
頗
る
多
い
。
そ
己
で
此
白
定
廓
の
屯
田
白
中
か
ら

閤
伯
さ
れ
た
面
積
に
等
し
い
土
地
を
、
房
山
、
良
郷
雨
感
心
図
伯
を
被
っ
た
人
民
に
按
給
し
て
、
補
償
と
し
ー
た
白
で
あ
る
。
常
時
と

白
蟻
補
地
を
受
領
し
た
人
々
の
う
ち
で
、
少
数
の
者
は
定
州
に
暢
居
し
て
農
耕
に
従
事
し
た
が
、
大
部
分
は
郷
里
四
一
鳥
山
、
良
郷
に

留
ま
り
、
小
作
人
を
招
い
て
援
補
地
主
耕
種
せ
し
め
た
。
良
房
租
地
の
名
稀
は
斯
く
し
て
起
っ
た
。
己
の
程
の
屯
地
は
原
来
賦
税
を

負
婚
し
な
か
っ
た
が
.
良
房
白
人
民
に
接
給
さ
れ
た
後
は
、
領
有
の
戸
虻
よ
っ
て
升
科
納
賦
す
る
こ
と
L

た
っ
た
。
そ
白
後
、
遠
隔
の

土
地
な
れ
ば
小
作
料
の
徴
収
が
困
難
と
友
り
、
往
々
に
し
て
小
作
紛
議
を
醸
し
、
訴
訟
を
窓
越
し
、
ひ
い
て
腹
賦
を
柚
即
納
す
る
己
と

与
な
っ
た
。
モ
己
で
発
厄
年
聞
に
定
牒
に
之
を
岡
敬
し
て
、
具
房
附
販
の
設
戸
に
代
っ
て
管
理
し
、
毎
年
徴
収

7
る
小
作
料
金
白
中

よ
り
納
付
す
べ
き
賦
銀
E
控
除
し
て
、
残
徐
を
業
戸
に
交
付
し
、
之
を
徐
視
と
稿
し
た
。
小
作
料
金
中
飴
租
の
占
め
る
割
合
は
、
長

郷
白
服
組
地
で
は
五
・
八
%
、
房
山
の
燃
租
地
で
は
一
一
七
・
九
%
に
過
ぎ
攻
い
。
斯
く
地
主
の
収
得
す
る
所
は
異
常
に
少
い
か
ら
、
名

義
上
被
問
地
は
補
償
を
得
た
と
云
ふ
も
の
h
A

、
賓
際
上
は
令
部
被
奪
さ
れ
た
の
と
大
差
は
左
い
。

川
間
旗
租
升
科
地
と
は
清
人
入
闘
の
初
、
政
府
は
京
畿
附
症
の
加
唯
一
主
の
荒
地
及
び
閤
伯
の
地
主
皇
公
勅
臣
に
分
給
し
て
懲
貨
を
明
に

し
た
地
目
を
い
ふ
。
己
の
地
の
地
樫
は
旗
人
の
所
有
に
蹄
す
る
か
ら
旗
地
と
呼
ぶ
。
そ
の
後
種
々
の
原
因
(
旗
人
が
旗
地
を
典
寅
後
政
府

に
よ
ワ
て
伺
臆
ナ
る
年
)
に
よ
っ
て
、
旗
人
白
私
有
地
は
多
〈
固
有
と
訟
り
、
内
務
府
の
管
理
に
師
し
、
之
を
人
民
に
佃
耕
(
小
作
)
せ
し

能輔誼志。4) 



め
、
川
勝
に
上
っ
て
租
金
《
小
作
料
)
を
徴
牧
し
、
定
期
に
之
を
中
川
犬
に
送
る
。
故
に
旗
狙
地
と
い
ふ
。
清
代
の
直
隷
省
白
旗
租
地
に

は
存
退
租
地
、
悲
珂
租
地
、
男
案
租
地
、
屯
班
、
三
弐
、
四
夫
、
奴
典
、
公
産
の
八
種
が
あ
る
が
、
定
燃
に
は
存
返
・
拡
頭
、
男
案
の

、
、
、
、

三
租
地
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
(
イ
)
存
退
租
地
は
王
公
勅
臣
に
賜
給
し
て
轄
租
牧
益
せ
し
め
る
土
地
で
あ
る
が
、
後
に
人
口
の
死
紐

等
の
原
因
に
よ
り
、
官
渡
し
た
も
の
を
州
感
に
交
付
し
て
管
迎
せ
し
め
、
租
金
を
徴
収
し
て
中
央
に
選
る
地
畝
で
あ
る
。
(
ロ
)
叶
世
間
制

租
地
の
起
因
は
、
己
れ
清
代
の
旗
産
の
管
理
に
は
薙
扇
を
必
要
と
し
た
が
、
例
に
照
し
て
こ
白
斑
頭
に
賜
給
さ
れ
た
地
畝
で
あ
る
。

若
し
賠
顕
が
事
に
因
っ
て
草
宿
直
さ
れ
る
と
き
は
、

原
領
の
地
畝
を
官
に
岡
敬
し
、
回
収
し
た
地
畝
を
州
懸
に
交
付
し
て
管
理
せ
し

め
、
粗
金
を
徴
牧
し
て
申
央
に
透
る
と
と
ろ
か
ら
、
斑
頭
租
地
と
呼
ぶ
。
(
ハ
)
男
案
租
地
と
は
雄
、
人
に
罪
あ
っ
て
官
波
し
た
旗
地
を

州
問
酬
に
管
理
せ
し
め
徴
租
す
Z
地
畝
で
あ
る
。

民
間
十
五
年
以
前
に
於
け
る
此
の
程
公
産
忙
封
ず
る
政
府
白
魔
置
と
し
て
は
、
長
期
租
佃
の
方
法
を
採
用
し
た
が
、
民
図
十
五
年

に
巨
額
白
軍
資
金
主
調
建
す
る
必
要
上
、
仙
戸
を
し
て
代
金
を
納
め
て
留
置
{
断
有
)
せ
し
め
る
己
と
L
し
、
産
機
は
多
く
人
民
の
所

有
に
蹄
し
た
。
民
国
十
八
年
に
旗
租
地
を
升
科
し
、
科
則
を
制
定
し
、
業
戸
を
し
て
岡
賦
を
完
納
せ
し
め
る
こ
と
L
し
た
。
認
に
於

て
旗
租
升
科
地
と
改
名
し
た
。

問
問
租
荒
黒
升
科
地
は
閤
租
地
、
荒
地
、
黒
地
白
三
種
の
地
目
か
ら
左
る
。
即
ち
(
4
)
幽
租
地
は
清
初
入
腕
白
時
、
各
放
に
よ
っ

て
民
地
の
図
伯
を
行
ひ
、
経
租
牧
得
す
る
地
畝
で
あ
る
。
(
ロ
)
荒
地
は
官
有
の
荒
地
に
係
り
、
以
て
墾
種
に
従
事
す
べ
き
地
畝
と
す

る
。
(
ハ
)
黒
地
は
園
有
の
土
地
に
係
り
、
人
民
が
私
に
之
を
伯
用
し
、
未
だ
租
賦
を
交
納
せ
ざ
る
地
畝
で
あ
る
。

民
国
十
五
年
に
河
北
省
官
産
旗
産
業
地
滑
理
底
(
民
閥
二
十
三
年
に
官
産
総
慮
冒
と
改
稿
す
)
が
設
け
ら
れ
、
己
の
穏
の
地
問
を
繋
坦
す
る

こ
と
i

為
し
た
o

即
ち
旗
園
地
に
劃
し
て
は
、
租
主
に
よ
っ
て
投
税
升
科
せ
し
め
る
か
、
活
く
は
佃
戸
に
よ
っ
て
留
置
せ
し
め
る
と
と

支

那

自

問

賦

第
五
十
二
巷

大

第

翫

主主



支

那

由

回

賦

官事

融

第
五
十
二
巷

六

と
し
、
官
荒
及
び
黒
一
地

K
射
し
て
は
人
民
を
し
て
代
債
を
納
め
て
承
領
せ
し
め
、
升
科
納
税
せ
し
め
る
己
と
L

し
た
の
で
あ
る
。

定
燃
の
糧
地
白
地
目
は
と
遠
心
如
く
で
あ
る
が
、
更
に
各
種
地
の
占
め
る
両
積
〉
位
に
そ
の
比
率
に
つ
い
で
遮
ぺ
ょ
う
。

己
白
糧
地
の
面
積
を
測
定
す
る
定
牒
の
畝
訟
を
見
る
に
、
そ
れ
に
は
明
初
よ
り
今
日
に
至
る
迄
花
、
大
畝
左
、
小
畝
の
コ
穫
が
あ

る
。
小
畝
は
一
畝
二
百
四
十
弓
(
一
号
は
替
謹
尺
五
尺
に
等
L
)
に
し
て
、
大
畝
は
小
畝
に
上
っ
て
換
算
す
る
。
大
畝
一
畝
は
上
等
地
で

は
三
・
五

O
小
畝
、
中
等
地
で
は
五
・

0
0小
敵
、
下
等
地
で
は
七
・

0
0小
畝
、
下
下
等
地
で
は
一
四
・
の

O
小
畝
K
相
常
す
る
。
己

目
折
畝
定
税
白
方
法
は
原
来
明
白
制
度
に
し
て
・
常
時
の
賦
税
率
は
比
較
的
単
純
で
あ
っ
た
か
ら
、
之
を
補
ふ
た
め
耐
積
不
等
の
大

畝
を
用
ゐ
て
、
各
等
級
地
白
賦
枕
負
婚
の
公
平
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
そ
己
で
明
制
の
遺
跡
で
あ
る
刻
内
地
に
は
今
も
こ
の
折
畝
定

枕
白
法
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
他
方
清
代
に
於
て
額
外
新
品
川
H

の
税
地
に
針
し
て
は
、
地
質
の
刷
肥
靖
に
照
し
て
、
別
に
科
川
を
定
め
、

面
積
D
相
等
し
い
小
畝
を
課
税
客
韓
白
単
位
と
し
た
の
で
あ
る
。
日
比
図
以
来
、
日
賦
制
度
に
は
徹
底
的
改
革
が
行
は
れ
や
、
相
内
地

白
畝
法
は
依
然
葎
制
を
踏
襲
し
、
額
外
地
ム
」
新
升
科
地
と
に
到
し
て
は
別
に
科
則
を
定
め
、
小
畝
を
棋
準
皐
位
と
す
る
。
現
在
比
於

て
も
定
服
。
糧
地
畝
法
に
は
犬
畝
小
畝
白
院
分
の
あ
る
所
以
、
世
に
額
外
地
及
び
新
升
科
地
の
利
則
が
額
内
地
白
科
則
に
較
べ
て
遥

に
繁
密
た
る
根
本
原
因
は
、
上
述
の
事
情
に
よ
る
も
の
一
で
あ
る
。

定
懸
の
糧
地
畝
法
に
は
単
位
の
異
な
る
大
畝
と
小
畝
と
が
あ
る
か
ら
、
定
牒
の
糧
地
畝
筏
の
綿
額
を
r
t
確
に
推
知
す
る
己
と
は
囚

雑
で
あ
る
。

明
制
の
額
内
地
の
う
ち
で
、

上
等
地
そ
白
他
各
等
級
地
が
幾
何
の
地
積
を
占
め
て
ゐ
る
か
、

考
設
す
べ
き
資
料
が
な

ぃ
。
且
つ
数
百
年
来
白
土
地
の
費
貝
、
移
崎
、
鍾
貿
は
、
こ
の
畝
法
を
し
て
比
一
の
制
定
営
初
の
意
義
を
失
は
し
め
た
。
印
ゆ
り
お
時
の

上
等
地
は
今
日
必
宇
し
も
上
等
地
で
は
友
く
、
官
時
の
下
等
地
に
し
て
縫
じ
て

k
等
地
と
た
る
己
と
も
あ
わ
得
る
。
更
に
己
心
糧
地

帽華徳、幸晴、河北暫定願之同賦(政措担情畢報、第四巻第三期、民岡コ r-五
年四月)凹四四乃至四四九貫。
事骨漢.定購土地調査(世脅す#事在、事一巻第二期、 民同二十宜年四月)八五一
乃至八五五買。李景漢編、定麻枇曾概況調査、同 b八乃至同八貰。
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畝
法
と
普
通
の
交
易
畝
法
と
白
聞
に
差
別
が
あ
り
、
故
時
は
五
小
献
が
合
し
て
糧
地
一
大
畝
を
在
し
た
が
、
費
買
や
相
続
分
岸
一
等
の

移
特
に
よ
っ
て
、
本
来
白
五
小
畝
の
悶
地
が
附
三
個
の
業
戸
に
分
胤
す
る
と
と
も
起
り
得
る
。
き
れ
ば
荷
主
F

を
行
っ
て
賞
測
す
る
の

で
た
け
れ
ば
額
内
地
の
確
教
を
知
り
得
た
い
の
併
し
滋
で
ほ
使
宜
上
暫
ら
く
五
小
畝
を
一
大
畝
に
換
算
し
て
、
額
内
地
白
畝
教
を
一

律
に
小
畝
を
以
て
示
せ
ば
、
定
職
白
各
組
地
白
岡
債
は
歴
年
ト
止
の
如
〈
た
っ
て
ゐ
る
。

年車
制
度
十
三
年

成
県
八
年

同
抽
十
三
年

光
晴
サ
一
年

民
国
元
年

民
国
十
九
年

民
国
A
u
=
Eヰ

民
閤
廿
五
年

宮彰

定
価
隅
返
百
一
-
十
年
来
白
井
項
糧
地
の
畝
積

五、呉国・口七口

玉、同六日唱・
ロ
山
口

玉、回六屯・
D
U
屯口

一一口、歪ニ・

口・
1

一
回
一
七
宅

一一口、五喜一・

口
・
茜
一
占
宅

一一豆、八占
C

・

D

・zf
a
-
-
-
五

空豆豆亘亘亘亘 歪

会実美重量言三 重
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畝童

矧詰
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山

口とづ
u 
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U 

D 
ロ
孟斗己主ヨii 

郎
ち
民
闘
二
十
五
年
に
於
げ
る
定
廓
D
糧
地
総
計
は
一
、
五
八
九
、
七
六
了
一
四
八
畝
に
し
て
、
そ
の
う
ち
額
内
地
は
七
六
・
二
四
%

表

ヲた

畝

!大
傾

支

那

白

閏

賦

務
五
十
二
巻

六

合小

畝

、六人豆、五互五・吾
z-一目

、五六人、回五六・手八九

、五七一、白人
4
A
・

主司

、五六省、六一(〕・
ムハし宝一

、実唱、六一口・
占ハし也市(

コ旬、、一一」夫一、一一吾一-

C

5

2

一
八
一
九

一一、五
A

一、ニ亘子

口・内六一
一
八
一
九

、五
A
h
、七六一一・一

四
八

. 
六

傍

観

七



支

部

白

田

賦

第
五
十
=
巻

静

観

ハ‘

一
六
回

額
外
地
は
八
・
二
三
%
.
良
房
租
地
は
二
ニ
・
五
五
%
、
旗
祖
升
科
地
は

0
・
三
五
%
、
幽
租
荒
黒
升
科
地
は
了
六
二
一
%
を
占
め
て
ゐ
る
。

右
の
地
目
白
う
ち
動
内
怯
は
本
来
優
先
地
、
行
差
地
、
寄
症
地
の
三
穫
を
包
含
し
た
る
が
、
現
在
は
差
地
(
戸
地
)
左
班
地
の
一
極

白
地
目
を
包
含
す
る
に
過
ぎ
た
い
己
と
は
上
述
の
如
〈
で
あ
る
。
同
治
十
三
年
と
民
国
二
十
三
年
と
に
於
げ
る
差
地
と
荘
地
白
畝
数

，
 

P
一
比
較
す
れ
ば
次
白
如
〈
た
っ
て
ゐ
る
。

静

定
販
額
内
地
白
畝
数
分
間
比
較

時|年
廿十 i

年年|衣

EEl-寸二

重三 1 1差

豆亘|雪

量き I'J';

λ 主|畝|

金五1-1地

笠(土

表

之
に
よ
っ
て
定
燃
に
於
け
る
閉
賦
む
客
植
は
額
内
地
の
差
地
(
戸
地
)
を
主
幹
と
す
る
己
と
が
明
白
と
を
る
。

次
に
良
房
租
地
は
定
耐
輔
が
代
っ
て
徴
税
す
る
と
こ
る
白
良
郷
房
山
雨
膝
の
受
接
地
を
包
括
す
る
が
、
嘉
慶
十
三
年
に
於
け
る
原
板

は
綿
計
一
一
一
九
、
七
三
九
・
五

O
五
畝
で
あ
り
、
そ
む
う
ち
良
郷
各
地
の
交
掻
地
。
は
総
計
の
三
分
の
ご
に
相
官
す
る
一
四
八
J

一
一
九
二
・

η
 

六
五
八
畝
を
占
め
、
房
山
各
地
白
受
接
地
は
三
分
自
一
に
相
泊
す
る
七
一
二
ニ
四
六
・
八
四
七
畝
宇
一
占
め
て
ゐ
る
。

額
外
地
白
線
畝
教
は
清
の
嘉
慶
十
三
年
に
は
一
三
五
、
八
九
三
・
丘
=
二
畝
で
あ
る
が
、
そ
の
地
目
内
諾
は
吠
表
の
如
〈
で
あ
る
。

第

定
牒
甑
丹
地
白
地
目
内
諾

一
一

Z
地
一
;
地
一
何
掛
地
一
備
荒
地
一
新
哩
意
地
一
揺
補
地
一
寄
宿
署
地
一
騨
租
謹
場
制
一
呉
割
地
一
票
地
合
計
一

一
均
一
六
、
一
九
六
一
五
一
、
=
一
五
一
守
口
訪
日
立
一
一
、
霊
一
員
一
、
主
口
一
一
一
戸
一
一
室
」
一
一
号
、
天
一
一
日
一
会
一
一
一
一
一

j
守
口
註
一
己
豆
、

j
i

<Df号征良郷各地直更に組戸地、 草廠土地、草廠中地、草廠下地、騰膿衛
地、 J忠順替地、恭順侯地、神武宿泊、武胡宿地、新官騰醸街地、新首榊武街

地等を合む。
代征揺補房山地位に査聞各地位定州街地、 縄地、草場地、忠岡替地、脚武衛
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邸
ち
額
外
地
姻
計
の
内
で
河
波
地
が
五
二
二
一
九
%
を
占
め
て
最
大
に
し
て
、
骨
街
蹄
併
地
D
三
六
・
七
七
広
、
師
団
補
地
D

一
一
・
四

七
%
が
之
に
亜
ぐ
。

闘
租
官
荒
黒
地
に
就
い
て
は
民
国
十
五
年
に
清
現
庭
が
設
立
さ
れ
て
以
来
、
人
民
の
匿
有
寸
る
此
の
種
地
目
の
斗
」
地
を
一
般
に
官

民
申
告
せ
し
め
、
地
質
心
優
劣
に
肱
じ
て
毎
畝
の
債
格
を
夫
々

0
・五

O
元
、

一…・

ο
O元、

一
・
五

Q
克、

一
了
。
~O元
、
三
・

0
0

元
、
四
・

O
O一冗
D
六
種
に
分
。
り
、
占
有
耕
種
人
を
し
て
債
を
備
へ
て
留
置
せ
じ
め
、

目
つ
升
科
納
賦
せ
じ
め
る
と
と
、
し
た
。

ぐ
し
て
民
国
十
六
年
よ
り
二
十
三
年
に
至
る
八
ヶ
年
聞
に
、
此
の
種
間
租
官
荒
黒
地
二
五
、
八
七

0
・
二
)
}
れ
畝
を
清
出
し
た
。

最
後
に
定
燃
の
旗
租
地
に
は
存
返
租
地
、
延
頭
租
地
、
国
力
案
租
地
の
三
種
が
あ
り
、
と
の
種
ゆ
地
自
に
封
し
ぞ
は
従
来
腕
政
府
が

租
銀
を
毎
雨
二
元
民
換
算
し
て
徴
牧
せ
る
が
、
民
問
十
五
年
に
河
北
省
に
官
産
旗
産
荒
地
清
現
庭
が
設
立
書
れ
で
以
来
)
と
の
三
程

む
組
地
は
、
規
定
に
照
し
て
租
銀
の
五
倍
に
相
設
す
る
一
債
格
で
承
租
人
(
小
作
る
に
留
置
せ
し
め
売
の
で
、
そ
の
産
檎
(
土
地
所
有
樫
)
は

承
租
人
の
所
有
に
腕
し
た
。
民
岡
l
六
年
比
底
分
を
完
T
し
、
笠
十
七
年
に
升
科
し
て

E
式
の
絹
地
陀
編
入
ー
し
た
。
升
科
白
結
具
合

計
五
.
四
六
七
・

O
七
畝
を
得
た
が
、
モ
白
内
議
は
存
港
租
地
五
七
七
・
八

O
畝
、
班
頭
租
地
一
三
二
八
・
八
六
畝
、
男
案
租
地
三
、
五

七
0
・
四
一
畝
と
な
っ

τゐ
る
。

(定

ご豚
H号、白

賦、間
賦
旺〉

積
回
t主
1E 
賦
と
阿I
方自
王立
主
に
之
E 
大
Bり
す
る
こ
と
曲三

出
来
る

明
田
税
法
は
唐
、
宋
白
税
法
主
踏
襲
し
、
そ
り

E
賦
は
嘗
初
に
あ
り
で
は
夏
税
と
秋
顧
の
雨
種
を
包
括
じ
た
。
夏
税

は
小
委
、
総
絹
の
折
征
(
冊
金
に
換
算
徴
杭
)
に
し
て
、
秋
胞
は
粟
・
米
、
花
繊
白
折
征
と
す
る
。
そ
の
後
、
馬
草
河
馬
債
、
草
料
、
輪
銀
の

四
穫
の
税
を
附
加
徴
牧
し
た
。
馬
車
由
趨
源
は
比
較
的
古
〈
、
そ
の
用
途
は
官
馬
を
供
養
す
る
に
あ
る
が
同
之
は
税
板
内
で
折
征
し

支

部

自

国

鼠

体
五
十
二
巻

傍

観

一
六
五

九

古込

地轄を合む。
暗翠徳、事陸、前担論文、阿同九乃車問六C頁。8) 



支

部

白

田

賦

第
五
十
二
巻

O 

プミ
ム
ノ、

第

規

十
五
触
を
一
束
止
し
て
計
算
し
た
。
場
慣
は
明
白
洪
武
年
聞
に
天
下
に
令
し
て
養
馬
せ
し
め
た
る
に
始
ま
り
、
原
市
端
は
州
感
を
し
て

毎
年
事
生
白
馬
若
干
匹
を
中
央
へ
逸
ら
し
め
た
る
が
、
嘉
靖
十
一
年
後
は
馬
慣
に
換
算
し
て
金
納
せ
し
め
る
己
と
i

為
し
た
の
が
、
印

ち
馬
債
で
あ
る
。
明
の
寓
歴
年
間
種
馬
を
廃
止
し
、
毎
匹
草
料
銀
一
肘
を
徴
収
し
た
。
と
れ
を
草
料
と
す
る
。
地
銀
も
明
代
に
増
加

し
た
も
白
で
、
明
初
に
水
騨
馬
騨
を
設
け
、
之
が
需
用
に
供
す
る
た
め
、
初
め
は
州
牒
に
由
っ
て
銀
に
按
じ
て
均
等
に
徴
牧
し
た
が
、

嘉
靖
二
十
七
年
に
兵
部
が
枕
糠
に
合
併
徴
牧
す
る
己
と
を
議
決
し
た
白
で
、
地
銀
は
初
め
て
同
賦
に
加
へ
ら
れ
た
。
古
抽
靖
末
年
に
此

等
白
四
種
の
附
加
磁
を
前
の
隔
極
白
百
叫
叫
に
合
併
し
て
-
止
賦
と
し
た
。
と
の
外
に
向
ほ
雑
排
ム
」
加
銀
と
い
ム
附
時
間
の
附
税
が
あ
る
。

雑
携
は
寓
歴
年
間
白
一
保
鞭
制
の
改
行
後
正
枕
に
合
併
さ
れ
た
。
加
銀
は
一
保
鞭
制
の
探
別
後
に
起
き
れ
た
も
白
で
、
と
れ
に
は
天

津
及
び
肱
順
兵
鋼
、
馬
偵
、
脚
衣
、
綿
械
、
芝
川
M
等
の
六
項
目
が
あ
っ
た
が
、
清
初
に
至
っ
て
概
ね
一
止
賦
忙
併
入
さ
れ
た
ロ
か
〈
白

如
〈
清
初
心
疋
賦
は
、
寅
際
上
明
制
の
各
項
目
。
距
挽
と
附
加
と
が
累
積
合
併
し
て
出
来
十
っ
た
も
の
で
あ
る
。

清
白
閏
賦
制
度
は
明
白
首
制
を
踏
襲
し
た
が
、
山
田
時
の
旺
賦
に
は
地
賦
(
地
銀
)
、
下
賦
{
丁
銀
)
、
匠
銀
の
一
-
一
項
目
が
合
ま
れ
て
ゐ

た
。
地
賦
と
は
土
地
に
謝
し
て
課
す
る
賦
椀
で
あ
り
、

γ
賦
は
人
丁
に
針
し
て
課
す
る
一
一
砲
の
人
制
税
で
あ
る
。
医
銀
と
は
、
明

の
決
武
二
十
六
年
に
天
下
心
匠
を
京
に
集
め
℃
宗
廟
宮
般
を
管
法
せ
る
が
、
之
が
経
費
に
青
て
る
た
め
徴
牧
せ
る
税
目
で
あ
る
。
後

に
清
の
発
正
二
年
に
歪
り
「
灘

I
於
地
」
の
制
度
主
賓
行
し
て
、
「
銀
と
匠
銀
と
を
地
賦
に
併
合
し
で
徴
牧
す
る
と
と
L

し
た
。
己

心
外
に
品
川
ほ
耗
美
、
平
徐
、
征
解
費
の
=
一
税
目
が
あ
り
、
世
質
上
附
加
枕
に
出
掛
す
る
が
、
民
国
=
一
年
に
陵
雨
改
一
一
ん
を
行
っ
た
際
に
、

此
等
三
種
の
税
目
を
取
消
し
た
が
、
事
寅

K
は
厄
賦
の
中
に
加
入
し
て
併
徴
さ
れ
る
己
と
k
在
っ
た
。
か
ぐ
て
現
在
白
定
牒
の
匹
賦

は
、
賞
質
上
明
及
び
椅
雨
代
白
各
項

E
枇
及
び
附
加
税
白
一
合
成
物
で
あ
る
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
ム
ロ

(
二
)
疋
積
(
正
賦
)
白
税
率

定
勝
白
田
賦
税
率
は
各
種
む
糧
地
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。

t眉草徳、李曜、前掲論文、凹』ー頁c

事骨穂、前掲論文:、凡王O頁。晴華街、事階、前嶋論文、同七二頁。
雨をニ・豆O元とする。

こ白観内地の正賦枕車は情初白地賦枕事と丁匠と由合計である。
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額
内
地
心
王
税
税
率
は
平
均
毎
大
畝
首
h
り

0
・
-
六

C
八
閥
、
銀
洋
に
換
算
す
れ
ば

0
・
コ
一
六
九
八
一
五
で
あ
弘
。
小
畝

ι換
算
す
れ

ば

0
・
0
一
三
二
六
雨
、
銀
洋

0
・
0
七
四
一
冗
と
左
る
。
獄
内
地
白
中
で
も
荘
地
の
税
率
は
戸
地
よ
り
も
幾
分
高
い
ロ
印
ち
戸
地
毎
小

畝
白
税
率
は

0
・
0
七
三
一
三
元
で
あ
る
が
、
荘
地
で
は

0
・
0
七
九
五
一
冗
で
あ
る
。
併
し
戸
地
は
額
内
地
綿
岡
積
の
九
割
を
占
め
、
薙

地
は
僅
に
一
割
に
過
ぎ
友
い
か
ら
、
額
内
地
金
憶
の
平
均
税
率
白
上
に
及
ぼ
す
荘
地
の
影
響
は
値
め
て
小
で
'
あ
る
。

額
外
地
日
毎
畝
旺
賦
の
平
均
税
率
は

0
・
0
一
七
五
九
制
、
銀
洋
に
換
算
し
て

0
・
0
問
。
四
五
七
元
で
あ
私
。
従
っ
て
額
外
地
の

日
ば
畝
正
賦
平
均
税
率
は
額
内
地
D
夫
よ
り
も
進
に
低
い
。

領
丹
地
中
の
向
齢
地
の
毎
畝
正
賦
の
平
均
税
率
ほ
同
様
に

0
・0
二
二
六
雨
、
円
一
・
0
二
八
一
九
八
一
元
ち
り
、
替
描
蹄
併
地
で
は
0
・
0
二
凡
九
阿
南
、

0
・0
六
六
五
六
一
元
で
あ
り
、
措
補
地
で
は
0
・0
一
五
一
一
一
七
三
雨
、

0
・0
=
一
五
三
五
七
元
で
あ
り
、
備
過
地
で
は
0
・0
一二

O
七
雨
、

0
・
0
二
七

.

、

、

、

、

、

七
六
ご
ザ
ん
で
あ
り
、
備
荒
地
で
は
0
・
c
一
ニ
O
八
園
、

0
・0
=
七
七
八
七
元
で
あ
り
、
新
型
升
科
地
で
は
0
・0
三
五
九
八
雨
、

0
・0
五
九
七
五
四
元

で
あ
り
、
畢
院
畢
租
地
で
は
0
・
一
五
九
四
六
六
雨
、

0
・2
六
六
七
七
一
一
手
ん
で
あ
り
、
売
制
地
及
川
町
央
勤
勉
で
は
U
・C
コ
一
六
一
一
一
一
雨
、

0
・0
八
三
二

凡
五
元
で
あ
り
、
査
出
敬
場
制
山
で
は
0
・0
一一

5
七
両
、

0
・0
二
七
七
六
一
元
主
な
っ

τゐ
白
。

(
一
」
)
附
加
税

明
初
定
燃
の
同
蹴
附
加
税
に
は
馬
車
、
馬
債
、
草
料
、
地
銀
、
雑
耕
白
五
種
が
あ
っ
た
が
‘
寓
歴
年
聞
に
一
保
鞭

制
を
寅
行
し
て
、
以
上
の
五
種
を
綿
て
疋
賦
に
併
合
し
た
。
明
末
に
設
け
ら
れ
た
夫
葎
兵
鍋
、
放
順
兵
鋼
、
烏
償
、
昨
衣
、
梯
級
、

芝
疏
白
六
種
の
附
税
も
清
初
一
忙
概
ね
正
賦
に
併
入
さ
れ
た
。
そ
の
後

ω耗
銀
、

ω平
後
、
制
狂
解
費
、
同
差
繕
白
四
種
白
附
加
稔
が

漸
増
し
た
。
光
緒
一
-
十
六
年
に
義
和
閲
事
件
が
超
り
、
往
来
す
る
外
岡
軍
隊
白
費
用
を
支
排
す
る
た
め
、
畝
摘
を
新
に
起
し
た
が
、

事
件
後
直
ち
に
之
を
取
消
し
た
。
党
緒
二
十
七
年
に
新
政
を
寅
施
し
、
教
育
及
ぴ
警
務
費
を
支
排
す
る
た
め
村
指
と
約
拐
と
を
越
し

村
の
大
小
に
臨
ヒ
で
之
を
分
権
せ
し
め
た
が
、
貧
官
白
負
携
が
均
し
〈
た
か
っ
た
か
ら
、
光
緒
三
十
三
年
に
村
指
及
び
約
摘
を
取
消
し

て
畝
掲
に
改
め
た
。
現
在
に
於
け
る
定
懸
の
地
方
経
費
た
る
問
賦
附
加
枕
は
之
よ
り
始
ま
る
ロ
民
圏
四
年
に
濃
陽
判
白
氾
濫
あ
り
、

支

那

自

国

民

第
五
十
二
巻

大

七

傍

観

傾向地域持の額外地、良房租地その他白地目は糟て小畝を以て計算すること
は既逝白知〈であるo

額持地の正賦税事は地賦と1匠円台計であるc
i届徳、李陵、前掲論文、問七四乃至四七八頁。
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支

部

甲

田

賦

一
六
人

第

観

第
五
十
二
巻

大
綿
統
に
認
可
を
申
請
し
て
直
隷
山
東
南
省
の
各
聯
よ
り
同
賦
附
加
税
た
る
濃
陽
河
工
特
掃
を
徴
牧

L
、

E
賦
の
百
分
の
十
を
課
し

民
間
四
年
上
半
期
よ
り
徴
牧
を
開
始
し
、
九
年
上
宇
期
に
至
っ
て
之
を
廃
止
し
た
。
民
闘
十
六
年
に
警
政
を
整
頓
す
る
た
め
に
、
本

来
白
畝
拐
白
外
に
、
畝
に
按
じ
て
新
に
警
摘
を
徴
牧
し
て
、
専
ら
警
務
の
用
に
定
で
た
。

民
団
十
六
年
一
の
夏
直
隷
白
糖
替
持
五
時
間
が

北
伐
寧
と
戟
ひ
、
回
賦
一
年
D
預
征
(
前
納
)
を
命
じ
、
今
日
ま
で
績
〈
が
、
更
に
正
鼠
の
年
額
に
按
と
て
軍
事
善
後
特
拐
、
戦
役
拙

体
特
品
、
品
あ
岨
貯
を
附
加
徴
収
し
、
十
七
年
五
月
に
至
つ
で
之
が
徴
牧
を
停
止
し
た
。
民
闘
十
九
年
五
日
開
、
鴻
と
中
央
と
が
決
裂

し
、
河
北
に
擦
っ
て
、
軍
事
特
拐
を
徴
牧

L
、
十
月
に
事
件
が
治
ま
り
、
特
拐
を
撤
去
し
花
。
畏
闘
十
八
年
六
月
に
地
方
財
政
を
整

理
し
、
畝
損
と
警
掃
と
を
合
併
し

τ地
方
粧
費
と
稽
し
、
同
賦
の
附
加
挽
と
し
て
之
を
徴
牧
す
る

t
kー
し
た
。
民
闘
十
九
年
に
地

方
自
治
を
耕
躍
す
る
た
め
庖
公
所
経
費
を
徴
牧
す
る
己
と

h
L、
更
に
民
闘
二
十
二
年
に
保
衛
閣
を
整
頓
し
て
保
衛
聞
経
費
を
徴
牧

す
る
己
と
h

し
た
。

(
凹
)
附
揖
税
事
明
朝
の
附
加
積
た
る
局
章
、
馬
償
、
草
料
、
拙
銀
白
凹
積
は
既
に
早
f
正
輯
に
編
入
さ
れ
た
か
、
り
、
正
投
£
附
揖
の
粧
串
を
匝
分
し
得

な
い
。
何
ほ
常
時
白
附
稔
に
は
雑
酔
ー
と
加
鉱
と
が
あ
っ
た
が
、
と
れ
ら
は
常
時
の
唯
一
白
糧
地
た
る
額
内
地
の
附
読
に
し
て
、
雑
排
の
輯
串
は
毎
大
前
附

加
0
・
0
二
二
四
七
=
一
雨
、
加
銀
世
毎
土
畝
附
剤
0
・
0
0
六
五
八
九
雨
で
あ
っ
た
。

持
制
目
、
王
な
る
岡
賦
附
揖
に
は
耗
羨
、
平
像
、
紅
解
費
、
差
街
四
四
種
が
る
る
。
嘉
義
は
相
内
地
、
領
外
地
及
び
房
山
租
地
目
附
積
で
、
前
ご
者
の
地

目
に
劃
し
て
は
俗
博
正
賦
銀
一
雨
K
っ
き
0
・
二
一
二
聞
を
附
加
L
、
後
者
円
房
山
租
抽
に
劃
し
て
は
同
様
に
0
・
0
六
隔
を
附
加
し
た
。
毎
畝
の
積
曜
に
換
算

後
は
、
額
内
地
で
は
毎
小
畝
に
つ
き
0
・
0
0
同
一
凡

O
凡
雨
、
街
州
沖
地
で
は
0
・
0
0
二
二
八
六
雨
、
房
山
租
地
で
は
0
・
0
0
二
二
九
五
雨
を
課
し
た
。

平
俸
は
毎
豆
粒
銀
一
一
隅
に
つ
き
0
・
一

O
闘
を
附
加
し
、
毎
畝
白
積
串
に
換
算
後
は
鶴
岡
地
で
は
毎
小
故
に
つ
き
0
・
0
=
一
二
一
五
凡
閥
、
簡
外
地
で
は
0
・

0
0
一
七
五
九
雨
、
良
房
租
地
で
は
0
・
0
0
二
八
一
八
七
隔
を
謀
し
た
。
舵
解
費
は
毎
正
税
韻
二
嗣
比
っ
き
0
6
0
回
闘
を
附
加
し
、
毎
畝
の
積
唱
に
換

算
後
は
額
内
地
で
は
毎
小
曲
0
・
0
0
一
二
凡
岡
、
額
外
地
で
は
0
・
0
0
七
O
凹
雨
、
良
田
町
租
地
で
は
0
・
0
0
一
一
一
一
七
両
で
あ
否
。
差
衝
は
以
前
官

吏
に
よ
っ
て
任
意
に
徴
牧
さ
れ
た
が
、
民
国
百
年
度
か
ら
租
辛
が
定
め
ら
れ
、

E
賦
毎
南
に
つ
き
制
銭
一
四
六
文
が
附
加
さ
れ
、
た
ピ
良
房
租
地
究
は
一

O
大
文
が
附
加
さ
れ
た
。
民
図
二
十
三
年
度
に
尉
肱
聴
は
差
絡
に
つ
き
新
規
定
白
拐
事
を
採
用

ι、
大
洋
に
按
じ
て
計
算
L
毎
岡
0
・
0
七
一
一
一
一
一
一
冗
を
附

来銀は銀錠の館鈎の際に生干る耗損を楠印買するた品に徴J(;:すミるも由。平儀は
制錦之銀闘の党換の際~ずる損長を補償するために徽牧ナZ 宅<D。侃解賓と
は賦視を徴軟Lて中央に選るベき輪選費に充賞するも由。差理主主は官署生用
白需に併するも D。前三者は民圏三年春之を底止Lて正賦に併入L、後者白

16) 



加
し
、
且
房
租
地
で
は
毎
雨

0
・
0
四
一

O
元
を
附
加
し
た
。

先
緒
二
十
六
年
創
設
。
畝
捕
で
は
、
上
等
地
に
は
毎
畝
二
一
一

O
文
、
中
華
地
に
は
七

O
文
を
課

L
、
下
等
地
で
は
訊
枕
し
た
。
光
縮
ご
十
七
年
創
設
白

村
摘
、
と
拘
摘
で
は
、
前
者
は
毎
村
に
年
額
七
、
二

0
0
文
、
後
者
は
毎
村
に
王

O
、
0
0
0
文
を
分
指
せ
し
め
た
が
、
伽
聞
過
し
た
負
婚
の
不
公
平
よ
り
、
光

緒
三
十
=
一
年
に
南
者
を
畝
揖
に
改
め
、
毎
融
制
錦
四
八
文
と
定
品
た
。
こ
の
毎
畝
同
八
丈
円
融
摘
は
丁
度
正
賦
毎
雨
に
つ
き
制
錦
九

O
O
丈
の
負
婚
と
な

る
。
民
闘
十
六
年
に
更
に
嘩
摘
を
新
に
起
し
、
毎
E
賦
銀
一
一
嗣
に
つ
き
制
錨
凹

0
0文
を
附
加
し
た
の
で
、
先
白
畝
指
九

O
O
丈
と
合
し
て
一
、
=
一

0
0

文
と
な
っ
た
。
民
岡
十
八
年
に
融
拐
、
と
普
摘
と
を
合
併
し
て
地
方
経
費
主
改
稿

L
、
正
賦
毎
両
に
つ
き
制
銭
一
一
、
八

C
C
文
を
附
加
し
た
。
民
困
二
十
二

年
に
至
り
鋼
一
耳
目
償
措
が
尭
然
暴
落
し
た
白
で
、
同
年
度
よ
り
地
方
踊
費
の
積
串
を
洋
元
に
盤
J
9

る
と
と
、

L
、
毎
在
賦
一
雨
に
つ
き
0
・
六
O
元
と
之

を
定
品
た
。
己
れ
を
品
事
に
換
算
す
れ
ば
、
地
方
組
費
の
積
唱
は
額
内
地
で
は
毎
畝

0
・
0
一
九
二
ん
六
一
耳
、
額
外
地
で
は
包
畝

0
・
0
一
O
五
六
充
、
良

房
租
地
で
は
毎
畝

0
・
0
一
六
九
一
元
、
旗
租
升
科
地
で
は
毎
前

0
・
0
0
七
凡
一
一
一
元
、
圏
租
荒
黒
井
科
地
で
は
毎
畝

0
・
0
0
六
二

O
九一
Z
芳
あ
る
。

昆
閣
四
年
四
被
腸
削
工
附
加
摘
は
毎
雨

E
賦
加
附

0
・一

O
雨
、
民
困
十
五
年
の
討
菰
費
、
十
六
年
の
討
赤
拐
及
び
十
七
年
の
軍
事
善
後
指
仕
糠
て
毎

困
E
賦
間
加
一
・

0
0
雨
、
十
九
年
内
職
向
指
は
毎
嗣
E
賦
附
加

0
・一

O
一
冗
、
ま
た
「
九
年
の
軍
事
特
摘
は
正
賦
毎
雨
附
加
一
一
・

c
c一
万
で
あ
っ
官
。
こ

り
種
目
附
加
稔
は
牒
で
徴
腔

L
で
省
庫
白
文
用
に
詰
る
も
の
で
あ
っ
た
。

民
閤
十
九
年
に
新
設
し
た
匝
粧
品
F
は
毎
雨
一
品
賦
附
加

O
二一

O
元
で
あ
り
、
民
周
二
十
三
年
内
保
楠
岡
睦
費
は
毎
爾
正
賦
附
加
0
・凡

O
元
で
あ
苔
叫

か
〈
で
定
麟
に
於
吋
る
現
存
の
回
賦
附
加
訟
は
地
方
経
費
、
匝
鯉
費
、
保
衛
園
経
費
目
=
一
稀
で
あ
る
。
曲
年
合
計
の
枕
串
は
、
額
内
地
、
瓶
外
地
、
旗

祖
升
科
地
及
び
困
租
荒
黒
升
科
地
で
は
毎
岡
E
賦
附
加
了
六
七
一
三
元
で
あ
り
、
良
房
租
地
で
は
晴
樫
〈
了
六
四
一

O
元
で
あ
る
。
そ
白
毎
畝
の
附
加

申
は
、
額
内
地
で
は
毎
畝
附
加

0
・
0
五
一
一
一
七
四
九
一
耳
、
領
外
地
で
は
0
・
0
二
九
回

O
四
元
、
良
房
租
地
で
は

0
・
0
四
六
二
六
八
元
、
旗
租
升
科
地
で

は
0
・
0
二
一
八
一
耳
、
幽
租
荒
果
汁
科
地
で
は

0
・
0
一
七
二
九
七
元
と
な
っ
て
ゐ
る
。

四

更
に
定
廊
白
一
止
税
及
び
附
殺
の
稔
率
白
増
減
傾
向
世
に
正
税
と
附
殺
と
の
税
率
比
較
を
左
に
一
不
さ
う
。
(
第
四
表
参
照
)

邸
ち
正
税
税
率
は
嘉
鹿
十
三
年
よ
り
民
園
二
年
に
至
る
百
後
年
問
、
毎
畝
平
均

0
・
0
四
三
二
元

D
常
教
を
維
持
し
て
ゐ
る
。
民

図
=
一
年
に
突
然

0
・

0
六
八
九
八
↓
r
h

に
引
上
げ
ら
れ
た
の
は
(
同
年
に
税
牧
草
枕
と
し
て
白
雨
が
元
に
改
め
ら
れ
、
且
つ
銀
閥
と
銀

支

部

白

圏

賦

六
丸

唾事

披

第
五
十
二
審

差縮は民園二十三年に撤去Lた。
曙華徳、・李陵、前掲論文、回七二乃主四七阿買ロ
南元自換算は一雨を二・呈元世ナ。
J馬華徳、事陵、.前掲論士、四七九乃室四八五頁。

(7) 
(8) 
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支

那

の

田

賦

官事

擁

四

第
五
十
二
巻

七
O 

一
苅
白
先
政
寧
が
従
前
で
は
一
一
剛
が
了
三
八
九
一
光
で
あ
っ
た
白
が
、
二
-
三

O
一
冗
に
引
上
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
年
に
附
税

た
る
耗
銀
・
卒
儀
、
柾
解
費
白
三
種
が
駿
止
さ
れ
た
白
で
、
之
に
上
る
附
税
取
入
白
減
収
を
市
税
で
補
ム
ペ
〈
、
暗
験
的
う
ち
に
右
白

害事

定
師
肺
路
年
の
主
附
枕
串
と
其
の
比
較

凹

表

年三 主 正続税事|附穂積車問問!童話

(元)I 兎)串 ~100)

嘉慶13年 0.04224 0.011222 26.57 

.14年 0.04229 0.011210 26.51 
24.年 0.04221 0;011177 26.48 

成盤8年 0.04224 0.011185 26.48 

同泊13年 0.04221 0.011178 26.48 

党椅7己年 0.04221 0.011178 26.48 
6年 0.04221 0.011178 26.48 
2δ勾司 0.04221 0.011184 26.50 
26-年 0.04221 0.015468 36.6!¥ 

27年 0.04221 0.015043 35.64 

28年 0:04221 0.015543 36.82 

29年 0.04221 0.015408 36.51 

30!<f.o. 0.04221 0.015452 36.61 

3HF 0.04221 0.015640 37.0n 

32年 0.04221 0.015288 36.22 

33年 0.04221 0.0;39810 94.31 

34年 0.04221 0.037141 88.10 

宜続孟年 0.04.221 0.035717 84.62 

2年 0.04221 0.036115 85.56 

3年 0.04221 O.035fl2s 85.12 

民岡元年 0.04221 0.033724 79.80 

2年 0.04221 0.030006 85.30 

8勾ー 0.06898 0.010530 28.31 

4年
o O 006688998 8 00.00P 2260τ0819 1 

37.31 

5年 43.51 

6年 0.06898 0.030062 43.58 

7年 0.06898 0.028795 41.75 

8'手 0.06898 0.028:249 41.13 

9年 0.06898 0.018992 27.53 

10年 0.06898 0.018893 ~7.39 

11年 0.06898 0.016482 23.89 

12年 0.06898 0.014691 21.30 

13年 0.06898 0.011282 16.36 

14年 0.06898 0.009615 13.93 

15年 0.06898 0.154891 224.55 

16年 0.06898 0.152853 221.59 

17年 0.06898 0.009673 14.02 

18JoT二 0.06898 0.0δ1766 118.54 

19~ 0.06874 0.027371 39.82 

20!q~ 0.06874 0.027551 40.08 

2l!..1三 0.06874 0.025308 36.82 
。2:3，.q".: 0.06874 0.025024 36.41 

23"1'- 0.06873 O.050~71 7::t29 

銀
問
の
先
換
率
に
も
影
響
を
奥
へ
た
も
の
で
あ
る
。

附
枕
枕
率
・
白
増
減
傾
向
に
闘
し
て
は
数
個
の
閣
制
著
友
る
段
階
が
認
め
ら
れ
る
。
嘉
慶
十
三
年
よ
り
光
緒
二
十
五
「
年
ま
で
は
附
枕
と

し
て
耗
銀
、
征
解
費
、
平
徐
白
三
種
が
あ
り
、
一
止
賦
毎
隔
に
つ
垂
合
計

0
・
0
一
一
二
一
克
を
附
加
し
た
。
光
緒
一
一
十
六
年
に
村
拍
と

約
摘
が
創
設
さ
れ
、
附
枕
税
率
は

0
・
0
一
五
一
冗
徐
忙
増
加
し
た
。
光
緒
三
十
三
年
に
村
招
と
約
掲
を
畝
掃
に
改
め
た
の
で
、
附
枇

は
毎
畝

0
・
0
=
一
九
八
二
冗
に
倍
加
し
た
。
民
岡
三
年
に
附
税
税
卒
が
急
落
し
毎
畝

0
・
0
一
九
五
三

O
元
と
た
っ
た
が
、
そ
の
主
要

J時華徳、李陵、前掲論文、 l刈凡五乃至凶丸一頁。
光晴二十年白地備は一八・九八五元、 正附合計はO・O五三~f\.凡元である。
光緒三十三年目地債は二一・九四ニ元、lE附合計はC・0凡ニO二O元で畠る。
民岡兎年白地慣はニ0・一四五元、 E附ff計は0・0七五タu-=主四売で怠る。
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2[) 
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原
因
は
耗
銀
、
平
徹
、
征
解
費
が
取
消
さ
れ
た
白
托
因
る
。
民
国
四
年
比
楼
陽
河
工
特
拐
が
起
さ
れ
売
の
で
附
税
は
増
加
し
た
。
民

岡
九
年
に
楼
陽
河
工
特
摘
が
停
止
さ
れ
た
の
で
附
税
税
率
は
急
に
低
下
し
た
。
民
園
九
年
よ
り
十
四
年
に
至
る
之
が
綬
落
の
傾
向
は

主
と
し
て
洋
債
の
変
動
に
よ
る
。
民
国
十
五
年
に
附
税
税
率
が
最
も
高
〈
0
・
一
五
四
八
九
一
一
冗
に
引
上
げ
ら
れ
た
白
は
、
討
赤
費

や
そ
の
他
。
軍
事
拍
白
徴
牧
に
よ
る
も
心
で
あ
る
。
民
図
十
七
年
に
図
民
軍
が
北
上
し
て
河
北
に
到
っ
て
附
税
を
取
締
っ
た
た
め
、
突

然
0
・
0
0
九
六
七
三
一
冗
に
降
っ
た
。
こ
れ
は
定
臓
の
附
税
税
率
の
最
低
記
録
で
あ
る
。
民
岡
十
八
年
に
閣
碍
械
が
起
り
、
軍
事
特
招

を
起
せ
る
た
め
‘
税
率
は
再
び
0
・
0
八
一
七
六
六
元
に
上
昇
し
た
。
併
し
寸
九
年
に
此
白
軍
事
特
拍
が
陵
止
さ
れ
て
よ
り
、
附
加
税

と
し
て
は
地
方
粧
費
と
匝
絞
費
が
有
す
る
の
み
で
、
そ
白
税
率
は
0
・
0
二
六
元
徐
で
あ
る
。
民
園
二
十
一
二
年
に
保
衛
閉
経
費
が
新

設
さ
れ
戸
附
税
税
率
は
合
計
0
・
0
五
0
=
一
七
一
克
に
引
上
げ
ら
れ
た
。

定
問
問
む
同
賦
歴
年
の
正
税
と
附
税
と
を
比
較
す
る
に
、
嘉
慶
十
三
年
(
西
国
附
一
八
C
八
年
)
以
来
、
附
税
が
正
税
を
超
過
し
た
の
は
、

首
十
五
年
度
、
十
六
年
度
、
十
八
年
度
の
一
一
ヶ
年
で
あ
る
。
之
は
総
て
軍
事
拍
の
増
徴
集
〈
も
の
で
あ
例
。

最
後
に
定
臓
に
於
け
る
勾
畝
平
均
の
同
賦
正
附
合
計
額
が
勾
畝
平
均
地
債
の
幾
%
に
相
首
す
る
か
を
見
る
に
、
光
緒
二
十
年
で
は

叫

胡

町

叫

0
・
二
八
%
、
光
緒
三
十
三
年
で
は
0
・
三
七
%
、
民
闘
一
冗
年
で
は
0
・
=
一
八
%
、
民
国
二
十
三
年
で
は
0
・
五
一
%
で
あ
り
、
モ
の

他
。
年
に
於
て
も
正
附
合
計
額
は
一
般
に
地
債
白
百
分
の
一
を
超
過
し
て
ゐ
泣
い
円

五

以
上
に
よ
っ
て
定
勝
目
凹
賦
に
う
い
て
概
説
し
た
が
、
之
に
闘
聯
し
て
更
に
左
の
諸
騨
が
問
題
と
た
る
。

第
一
江
上
述
の
如
〈
、
定
臓
で
は
糧
地
白
畝
法
が
素
臥
し
て
ゐ
て
、
徴
税
に
資
す
.
へ
昔
精
確
怠
る
統
計
が
た
〈
、
日
つ
税
則
が
繁

雑
に
し
て
客
観
的
等
級
標
準
が
歓
け
て
ぬ
る
匂

支

那

の

同

肱

害事

披

三五

第
五
十
二
巷

七

却ち回賦の客峰たる地樫が移車車
ζ の回賦負櫓移轄の手績を過害l

民闘二寸三年白地慣は二三・五00元、 IE附合計は0・一一九一0一元である。
間華徳、事陵、前掲論文、四九ご頁Q

過割とは土地蓋帳D名義書換の手踊をい..1'0

すれ問、回賦肉質婚も之に随って移韓する。
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主

那

白

岡

賦

第
五
十
三
巻

六

七

事

現

ま
た
完
備
し
た
地
籍
D
登
記
制
度
が
扶
け
て
居
り
、
土
地
四
捨
牧
と
根
戸
の
遇
制
l
t
o
問
に
細
密
友
る
聯
繋
を
有
し
た
い
。
と
の

黙
に
闘
し
若
干
由
説
明
を
加
へ
ょ
う
。

持
初
の
糧
地
登
記
に
蘭
し
て
は
魚
鱗
皿
刷
、
黄
班
、
賦
役
金
番
目
一
一
一
種
が
あ
っ
た
。
魚
鱗
珊
は
岡
地
自
登
載
を
主
と

L
1所
一
有
面
積
、
四
至
(
四
方
白
境

界
て
そ
の
他
白
地
目
を
分
別
細
録

L
、
之
に
占
っ
て
各
戸
内
地
段
(
各
筆
の
土
地
)
白
確
貨
な
る
盛
落
(
位
置
)
が
判
明
す
る
。
黄
珊
は
戸
を
記
す
る
を
以

て
主
と
し
、
毎
戸
所
有
地
段
目
覚
設
を
載
せ
、
之
陀
よ
っ
て
金
麟
業
戸
の
所
有
地
目
畝
敷
を
知
り
得
る
。
賦
役
金
者
は
地
丁
の
原
類
、
科
則
、
徴
税
額
、

中
央
に
題
名
ベ
き
稔
肱
額
と
麟
に
留
む
べ
き
積
杭
簡
と
を
記
載
し
、
之
に
よ
っ
て
各
業
戸
白
摘
む
べ
き
糧
観
が
知
ら
れ
る
。
然
あ
に
請
の
中
葉
よ
習
魚
鱗

加
と
賦
役
金
書
と
は
漸
次
散
央
1
、
黄
珊
が
存
ナ
Z

D
み
と
な
っ
た
。
徴
性
ナ
ペ
き
田
賦
は
黄
加
の
抱
載
に
よ
る
が
、
各
戸
白
畝
積
を
知
り
得
る
の
み
で

確
貸
白
地
段
目
盛
帯
は
少
数
の
蝿
老
が
之
を
識
る
の
み
で
、
政
府
に
は
調
査
す
べ
き
古
法
が
な
{
、
毎
年
の
賦
額
仕
草
に
長
年
の
習
慣
に
土
る
外
は
な

い
。
黄
珊
白
畝
積
を
根
擦
と
し
て
各
業
戸
白
納
む
べ
き
積
額
を
計
算
し
て
杭
簿
を
繍
刊
帯
し
た
。
こ
の
黄
珊
と
紅
海
主
出
現
在
の
唯
一
白
糧
地
目
語
録
で
あ

る
。
賀
珊
は
賀
征
加
と
稀
し
、
地
積
の
記
録
を
主
ー
と
し
糧
割
を
副
正
し
、
紅
簿
は
伍
糧
舟
と
稽
L
、
蔵
相
聞
の
詔
晶
を
主
と
L
地
積
を
副
と
す
る
。

こ
白
賀
佐
珊
は
旦
に
分
ワ
て
銅
遺

L
、
毎
盟
に
ニ
加
乃
至
八
皿
加
を
傭
へ
る
。
定
牒
は
一
一
一
十
七
盟
か
ら
な
る
か
ら
、
合
計
一
一
一
白
珊
以
ト
白
費
侃
加
が
あ

、

、

初

る
。
寅
佐
加
は
項
簿
と
総
簿
白
雨
簿
珊
か
ら
な
る
。
項
簿
は
過
割
島
町
記
品
却
に
土
っ
て
、
専
ら
一
里
内
の
各
材
聾
一
業
戸
内
買
地
と
甫
民
地
白
畝
設
を
記
入

L
、
買
入
白
畝
致
を
肱
項
白
欄
に
、
寅
由
白
畝
般
を
退
項
白
欄
に
氾
入
ナ
る
。
然
る
後
に
項
簿
の
記
錯
を
根
擦
と
し
て
練
簿
に
韓
載
す
る
。
憾
簿
は
阜
、
b

毎
一
業
戸
が
本
里
内
に
所
有
ナ
る
畝
積
と
糧
額
止
を
記
載
す
る
。

紅
簿
は
征
樋
珊
と
も
い
ふ
。
之
は
賃
征
般
の
総
簿
よ
り
韓
録
せ
る
も
の
で
、
毎
村
に
}
珊
を
備
へ
、
各
業
の
畝
数
、
組
銀
白
種
類
、
納
付
す
べ
き
上
忙
、

下
忙
(
上
中
期
、
下
半
期
)
白
正
附
積
額
を
記
載
し
、
更
に
金
村
各
業
戸
白
糧
額
と
地
積
四
一
総
計
を
糧
銀
の
種
類
に
分
割
し
て
紅
簿
町
一
第
一
頁
主
面
に
線
錯

し
て
、
圭
村
糧
額
白
糟
教
を
表
示
す
る
。
と
白
紅
衛
は
毎
年
一
同
編
纂
し
て
田
賦
徴
牧
町
根
擦
と
ナ
る
も
白
で
あ
る
。

現
在
定
廓

D
糧
地
の
登
記
制
度
は
上
漣
の
如
〈
で
あ
る
が
、
登
記
の
目
的
は
栓
牧
を
偏
重
し
、
土
地
の
坐
落
を
疏
略
に
す
る
。
既

建
白
如
〈
、
征
糧
加
の
糧
額
と
地
積
と
は
賞
征
冊
白
組
簿
を
根
擦
と
し
、
綿
簿
は
ま
売
項
簿
を
根
擦
と
し
、
更
に
項
簿
は
過
割
簿
を

根
一
擦
と
す
る
。
而
し
て
過
割
鹿
の
材
料
白
根
源
は
地
契
文
臨
と
す
る
。
地
契
支
援
に
は
地
段
の
坐
落
、
四
至
、
面
積
等
を
記
載
す
る

も
、
過
割
を
経
過
せ
る
後
は
過
割
簿
上
に
は
阜
に
面
積
数
額
を
記
載
す
る
の
み
で
あ
る
。
憶
に
過
割
白
土
地
が
額
内
地
で
あ
る
と
す

主いひ、と白手摘を排理する虚を過密l島正い点、。
地契文擦とは土地所有樺を誼明ナる地樺謹書である。
土地白描枇&は、土地の喪買移輔の際には常事者閣に先づ草契を結日、之を
麟政府に皐示して査磁を請ひ、官契を領軍する手綱に Lで、地擢棒韓D法定手

27) 
28) 



れ
ば
、
共
の
地
積
は
慣
例
上
大
畝
で
表
示
さ
れ
る
。
賞
征
冊
及
び
征
縄
冊
白
内
容
も
此
の
種
材
料
白
拘
束
を
受
貯
る
。
従
っ
て
現
行

登
記
制
度
で
は
、

一
方
で
は
大
畝
と
小
畝
と
の
混
飢
が
起
り
、
ま
た
他
方
で
は
地
段
の
位
置
を
疏
略
に
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
左

し
て
糎
(
同
蹴
白
納
税
義
帯
を
指
す
)
と
地
(
土
地
所
有
)
と
が
分
離
し
、
腹
あ
っ
て
地
友
〈
、
地
あ
っ
て
糠
泣
き
現
象
を
生
や
る
。
こ
れ
士

舘

地
の
推
敬
左
一
根
戸
白
書
削
と
白
問
に
密
接
な
る
聯
繋
D
存
せ
ざ
る
に
起
因
す
る
も
白
で
あ
加
。

第
二
に
定
勝
人
民
の
負
拾
す
呂
田
賦
は
左
程
繁
重
で
た
〈
、
毎
畝
平
均
白
田
賦
は
巴
税
と
附
税
を
合
し
て

0
・
一
二
元
に
過
ぎ
宇

然
か
も
附
視
が
匹
税
を
超
過
し
た
の
は
、
日
比
困
十
五
年
、
十
六
年
及
び
十
八
年
心
三
ヶ
年
に
過
ぎ
な
い
。
之
は
定
牒
が
出
回
一
山
裕
服
と

L

て
、
ま
た
賓
験
匝
と

L
て
名
あ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
り
で
あ
る
。
従
っ
て
定
腐
を
以
て
支
那
白
金
腕
柿
を
律
す
る
を
得
た
い
。
田
賦
白

羽

正
税
だ
け
で
も
毎
畝

7
0元
以
上
に
上
る
省
勝
が
多
〈
見
ら
れ
る
。
ま
た
日
賦
の
附
拾
に
五
つ
て
は
疋
税
の
数
倍
に
建
し
で
ゐ
る

省
腕
も
多
々
あ
司
令

E
の
事
は
、
民
園
初
年
比
重
世
凱
が
「
附
秩
は
正
税
白
百
分
自
二
十
を
超
過
す
る
を
得
や
」
と
り
制
限
を
設
け

た
が
、
更
陀
民
園
十
七
年
十
月
比
至
っ
て
闘
民
政
府
が
「
限
制
田
賦
附
加
解
法
」
八
向
僚
を
頒
布
し
て
、

「
闘
賦
附
加
は
膏
有
正
税

者
超
過
す
る
を
得
十
」
と
改
め
た
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
会
〈
空
文
化
し
て
ゐ
る
己
と
に
徴
し
て
も
明
白
で
あ
る
。

第
三
に
定
勝
白
同
賦
徴
収
制
度
の
快
賦
は
、
業
戸
に
よ
る
同
封
投
械
、
印
ち
業
戸
が
直
接
官
臓
に
納
税
す
る
方
法
が
一
般
に
行
は

れ
宇
、
徴
税
者
た
る
催
頭
、
催
差
に
よ
る
塾
短
制
定
(
積
金
の
立
替
へ
制
)
が
行
は
れ
、
催
頭
、
催
差
は
塾
完
後
額
外
白
刺
息
を
需
索
す

る
己
ム
」
で
あ
る
。
ま
た
田
賦
徴
収
上
に
は
、
そ
白
他
徴
税
員
に
よ
る
額
外
浮
牧
、
巾
飽
、
勅
索
等
の
積
弊
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
が
此

等
の
射
に
つ
い
て
は
他
目
白
機
舎
に
譲
る
と
と
ミ
す
る
。

支

那

白

田

賦

億
五
十
二
巻

七

静

観

七

績をいよ、D

t軍事徳、李陵、前掲論文、凹六五乃至四七O頁。
天野元之助氏、支那に於ける問賦D 一考察(満錨調査月報、静十四巻、第二
焼)三頁。 31) 上掲論文、六頁。
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